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根拠法  高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律 

（平成 20 年法律第 93 号） 

主務府省 厚生労働省医政局国立病院課、政策統括官付政策評価官（評価委

員会庶務） 

設立年月日 平成 22 年４月１日 

沿 革 H14.3 国立成育医療センター（旧国立大蔵病院と旧国立小児病院が統合）→H22.4

独立行政法人国立成育医療研究センター 

目 的 母性及び父性並びに乳児及び幼児の難治疾患、生殖器疾患その他の

疾患であって、児童が健やかに生まれ、かつ、成育するために特に治療を

必要とするもの（以下「成育に係る疾患」という。）に係る医療に関し、調

査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、

技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、成育に係る疾患

に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び

増進に寄与すること。 

業務の範囲 １．成育に係る疾患に係る医療に関し、調査、研究及び技術の

開発を行うこと。２．前記１に掲げる業務に密接に関連する医療を提供す

ること。３．成育に係る疾患に係る医療に関し、技術者の研修を行うこと。

４．前記３に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。５．

前記１から４に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 
財務及び予算の状況 

＜資本金＞ ３６，４８６百万円 

＜国有財産の無償使用＞なし 

 

 



＜予算計画＞                      （単位：百万円） 

 
区   別 

中期計画予算 

（平成 22～26 年度） 
平成 25 年度予算 

収 

入 

運営費交付金 

施設整備費補助金 

長期借入金等 

業務収入 

その他収入 

計 

24,665 

- 

   170 

68,527 

 5,018 

98,380 

3,996 

    0 

    0 

19,656 

0 

23,652 

支 

出 

業務経費 

施設整備費 

借入金償還 

支払利息 

その他支出 

計 

83,114 

 5,754 

 3,366 

   707 

 2,835 

95,775 

20,888 

   861 

   683 

    99 

   482 

23,013 

＜短期借入金の限度額＞ ２，１００百万円 

組織の概要 

＜役員＞ （理事長・定数１人・任期２年）五十嵐 隆 （理事・定数３人・

任期２年）（非常勤）木村 正治、（非常勤）平岩 幹男、（非常勤）濵田 正

文 （監事・定数２人・任期２年）（非常勤）石原 正之、（非常勤）西田 大

介 

＜職員数＞ １，５６４人 （常勤９９５人、非常勤５６９人） 
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中期目標 

 

第１ 中期目標の期間 

センターの中期目標の期間は、平成 22年 4月から平成 27年 3月までの 5年間とする。 

  

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１．研究・開発に関する事項 

（１）臨床を志向した研究・開発の推進  

高度先駆的医療の開発及び標準医療の確立のため、臨床を指向した研究を推進し、優れた研究・

開発成果を継続的に生み出していくことが必要である。このため、センターにおいて以下の研究

基盤強化に努めること。 

① 研究所と病院等、センター内の連携強化 

② 「革新的医薬品・医療機器創出のための５か年戦略」（平成 19年 4月 26日内閣府・文部科学

省・厚生労働省・経済産業省）に基づく、産官学が密接に連携して臨床研究・実用化研究を進

める「医療クラスター」の形成等、国内外の産業界、研究機関及び治験実施医療機関等との連

携 

③ 研究・開発に係る企画及び評価体制の整備 

④ 効果的な知的財産の管理、活用の推進 

  

（２）病院における研究・開発の推進  

治験等の臨床研究を病院内で高い倫理性、透明性をもって円滑に実施するための基盤の整備に努

めること。 

 

（３）担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進  

これら研究基盤の強化により、詳細を別紙に示した研究・開発を着実に推進すること。 

 

２．医療の提供に関する事項 

我が国における成育医療の中核的な医療機関として、「子ども・子育てビジョン」（平成 22 年 1 月

29 日閣議決定）に定める「妊娠、出産、子育ての希望が実現 

できる社会」の構築を目指し、国内外の知見を集約し、高度先駆的医療の提供を行うこと。 

また、成育医療の標準化を推進するため、最新の科学的根拠に基づいた医療の提供を行うこと。 

患者・家族に必要な説明を行い、情報の共有化に努めることにより、患者との信頼関係を構築し、

また、患者・家族が治療の選択、決定を医療者とともに主体的に行うことができるよう支援するこ

とに加え、チーム医療の推進、入院時から地域ケアを見通した医療の提供、医療安全管理体制の充

実、客観的指標等を用いた医療の質の評価等により、患者の視点に立った良質かつ安心な医療の提

供を行うこと。 

子どもの心の問題、児童虐待、発達障害等に対応する医療体制を構築するとともに、全国の拠点

病院等との連携を推進すること。 

周産期・小児医療において、関係医療機関と連携し、妊産婦、周産期における母児、小児の広範

な救急医療に対して、質の高い医療の提供を行うこと。 

 

３．人材育成に関する事項 

人材育成は、センターが医療政策を牽引する上で特に重要なものであることから、センターが国

内外の有為な人材の育成拠点となるよう、成育医療及びその研究を推進するにあたりリーダーとし

て活躍できる人材の育成を行うとともに、モデル的な研修及び講習の実施及び普及に努めること。 

 

４．医療の均てん化並びに情報の収集及び発信に関する事項 

センター及び都道府県における中核的な医療機関間のネットワークを構築し、高度先駆的医療の

 
 



普及及び医療の標準化に努めること。 

情報発信にあたっては、医療従事者や患者・家族が成育医療に関して信頼のおける情報を分かり

やすく入手できるよう、国内外の成育医療に関する知見を収集、整理及び評価し、科学的根拠に基

づく診断及び治療法等について、国民向け及び医療機関向けの情報提供を行うこと。 

 

５．国への政策提言に関する事項 

医療政策をより強固な科学的根拠に基づき、かつ、医療現場の実態に即したものにするため、科

学的見地から専門的提言を行うこと。 

 

６．その他我が国の医療政策の推進等に関する事項 

（１）公衆衛生上の重大な危害への対応  

公衆衛生上重大な危害が発生し又は発生しようとしている場合には、国の要請に応じ、迅速か

つ適切な対応を行うこと。 

 

（２）国際貢献  

我が国における成育医療の中核的機関として、その特性に応じた国際貢献を行うこと。 

 

第３ 業務運営の効率化に関する事項 

１．効率的な業務運営に関する事項 

業務の質の向上及びガバナンスの強化を目指し、かつ、効率的な業務運営体制とするため、定期

的に事務及び事業の評価を行い、役割分担の明確化及び職員の適正配置等を通じ、弾力的な組織の

再編及び構築を行うこと。 

総人件費については、センターの果たすべき役割の重要性を踏まえつつ、簡素で効率的な政府を

実現するための行政改革の推進に関する法律（平成 18年法律第 47号）や「経済財政運営と構造改

革に関する基本方針 2006」（平成 18 年 7 月 7 日閣議決定）に基づいて人件費改革に取り組むとと

もに、給与水準に関して国民の理解が十分得られるよう必要な説明や評価を受けるものとすること。 

その際、併せて、医療法（昭和 23 年法律第 205 号）及び診療報酬上の人員基準に沿った対応を

行うことはもとより、国の制度の創設や改正に伴う人材確保も含め高度先駆的医療の推進のための

対応や医療安全を確保するための適切な取組を行うこと。 

また、独立行政法人に関する制度の見直しの状況を踏まえ適切な取組を行うこと。 

センターの効率的な運営を図るため、以下の取組を進めること。 

 ① 給与水準について、センターが担う役割に留意しつつ、適切な給与体系となるよう見直し 

 ② 共同購入等による医薬品医療材料等購入費用の適正化 

 ③ 一般管理費（退職手当を除く。）について、平成 21年度に比し、中期目標期間の最終年度にお

いて 15％以上の削減 

 ④ 医業未収金の発生防止及び徴収の改善並びに診療報酬請求業務の改善等収入の確保 

  

２．電子化の推進 

  業務の効率化及び質の向上を目的とした電子化を費用対効果を勘案しつつ推進し、情報を経営

分析等に活用すること。推進にあたっては職員の利便性に配慮しつつ、情報セキュリティの向上に

努めること。 

  

３．法令遵守等内部統制の適切な構築 

法令遵守（コンプライアンス）等内部統制を適切に構築すること。 

特に契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、競争性及び透明性が十分確保

される方法により実施するとともに、随意契約の適正化を図ること。 

  

第４ 財務内容の改善に関する事項 

「第３ 業務運営の効率化に関する事項」で定めた事項に配慮した中期計画の予算を作成し、当該

 
 



予算による運営を実施することにより、中期目標の期間における期首に対する期末の財務内容の改善

を図ること。 

  

１．自己収入の増加に関する事項 

成育医療に関する医療政策を牽引していく拠点としての役割を果たすため、運営費交付金以外の

外部資金の積極的な導入に努めること。 

  

２．資産及び負債の管理に関する事項 

センターの機能の維持、向上を図りつつ、投資を計画的に行い、固定負債（長期借入金の残高）

を償還確実性が確保できる範囲とし、運営上、中・長期的に適正なものとなるよう努めること。 

  

第５ その他業務運営に関する重要事項 

１．施設・設備整備に関する事項 

施設・設備整備については、センターの機能の維持、向上の他、費用対効果及び財務状況を総合

的に勘案して計画的な整備に努めること。 

 

２．人事の最適化に関する事項 

センターの専門的機能の向上を図るため、職員の意欲向上及び能力開発に努めるとともに、人事

評価を適切に行うシステムを構築すること。 

また、年功序列を排し、能力・実績本位の人材登用などの確立に努め、さらに、優秀な人材を持

続的に確保するため、女性の働きやすい環境の整備及び非公務員型独立行政法人の特性を活かした

人材交流の促進等を推進すること。 

 

３．その他の事項 

中期目標に基づきセンターのミッションを理解し、ミッションを実現するために必要なアクショ

ンプランとして中期計画を立て、具体的な行動に移すことができるように努めること。また、アク

ションプランやセンターの成果について、一般の国民が理解しやすい方法、内容で情報開示を行う

ように努めること。 

ミッションの確認、現状の把握、問題点の洗い出し、改善策の立案、翌年度の年度計画の作成等

に資するため、定期的に職員の意見を聞くよう、努めること。 

  

  

 
 



担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進（別紙） 

１．重点的な研究・開発戦略の考え方 

少子化が急激に進むなか、次世代を担う子どもとその家族の健康は国民的課題であり、センター

に期待される役割は極めて大きい。 

こうした状況の下、センターは、母性・父性及び乳児・幼児の難治疾患、生殖器疾患その他の疾

患であって、児童が健やかに生まれ、かつ、成育するために特に治療を必要とするもの（以下「成

育疾患」という。）に関し、遺伝性・先天性疾患、稀少性疾患等解決が困難とされる疾患に対する

医療を含め、成育医療における諸問題を一つ一つ克服していくことが求められている。 

このため、センターは、研究所と病院の緊密な連携を基本として、国内外の医療機関、研究機関、

学会等との連携の一層の推進を図るとともに、成育医療におけるイノベーションの創造と活用を図

り、疫学研究等による日本人のエビデンスの収集や、画期的な予防・診断・治療法等の開発を目指

した研究・開発を推進していくこと。 

その実施にあたっては、中期計画において、主な研究成果に係る数値目標を設定するなど、セン

ターが達成すべき研究成果の内容とその水準を明確化及び具体化すること。 

 

２．具体的方針 

 （１）疾病に着目した研究 

   ① 成育疾患の本態解明  

科学技術のイノベーションを常に取り入れ、分子・細胞から個体に至るものまでを研究対象

にすることにより、成育医療に係る疾患のメカニズムを解明し、予防・診断・治療への応用の

糸口となる研究を推進する。 

  

② 成育疾患の実態把握  

我が国の成育医療の罹患、転帰その他の状況等の実態及びその推移の把握、疫学研究による

リスク・予防要因の究明等、成育医療の実態把握に資する研究を推進する。 

  

③ 高度先駆的及び標準的予防、診断、治療法の開発の推進  

成育医療に対する高度先駆的な予防、診断、治療法の開発に資する研究を推進する。 

また、既存の予防、診断、治療法に対する多施設共同研究等による有効性の比較等、標準的

予防、診断、治療法の確立に資する研究を推進する。 

また、高度先駆的な予防・診断・治療法の開発の基盤となる、バイオリソースや臨床情報の

収集及びその解析を推進する。 

  

④ 医薬品及び医療機器の開発の推進  

「新成長戦略（基本方針）」（平成 21年 12月 30日閣議決定）においては、ライフ・イノベー

ションによる健康大国戦略として、革新的な医薬品、医療・介護技術の研究開発・実用化の促

進が求められている。 

この趣旨を踏まえ、成育医療に関する研究成果等を安全かつ速やかに臨床現場へ応用するた

めに、医薬品及び医療機器の治験（適応拡大を含む。）、特に高度に専門的な知識や経験が要求

される等実施に困難を伴う治験・臨床研究の実現を目指した研究を推進する。 

また、海外では有効性と安全性が検証されているが、国内では未承認の医薬品、医療機器に

ついて、治験等臨床研究を推進する。 

これらにより平成 21 年度に比し、中期目標の期間中に、臨床研究実施件数（倫理委員会にて

承認された研究をいう。）及び治験（製造販売後臨床試験も含む。）の実施件数の合計数の 5％以

上の増加を図ること。 

 

（２）均てん化に着目した研究 

   ① 医療の均てん化手法の開発の推進  

関係学会等との連携を図り、臨床評価指標の開発並びに診断・治療ガイドライン等の作成及

 
 



び普及に寄与する研究を推進する。 

成育医療を担う高度かつ専門的な技術を持つ人材育成を図るため、系統だった教育・研修方

法の開発を推進する。 

  

② 情報発信手法の開発  

成育医療に関する正しい理解を促進し、患者・家族に対する支援の質を向上させるため、医

療従事者及び患者・国民への啓発手法の研究を推進する。 

 

 

 
 



【独⽴⾏政法⼈国⽴成育医療研究センター】

（単位：円）

資産の部
Ⅰ 流動資産

現⾦及び預⾦ 5,230,918,042

医業未収⾦ 4,046,116,387

貸倒引当⾦  7,929,794 4,038,186,593

未収⾦ 1,036,187,118

未収消費税等 33,955,640

医薬品 69,913,496

診療材料 127,426,133

給⾷⽤材料 3,394,343

貯蔵品 18,883,032

その他流動資産 431,270

流動資産合計 10,559,295,667

Ⅱ 固定資産
１ 有形固定資産

建物 18,098,050,585

減価償却累計額  2,467,573,197 15,630,477,388

構築物 114,057,966

減価償却累計額  57,224,521 56,833,445

医療⽤器械備品 4,547,603,741

減価償却累計額  1,979,444,814 2,568,158,927

その他器械備品 4,986,499,445

減価償却累計額  2,616,636,576 2,369,862,869

⾞両 11,273,637

減価償却累計額  4,697,347 6,576,290

⼟地 23,800,000,000

建設仮勘定 446,125,762

その他有形固定資産 1,797,500

減価償却累計額  506,330 1,291,170

有形固定資産合計 44,879,325,851

２ 無形固定資産
ソフトウェア 457,659,247

電話加⼊権 160,000

その他無形固定資産 4

無形固定資産合計 457,819,251

３ 投資その他の資産
破産更⽣債権等 33,877,394

貸倒引当⾦  33,877,394 0

投資その他の資産合計 0

固定資産合計 45,337,145,102

資産合計 55,896,440,769

科 ⽬ ⾦ 額

貸 借 対 照 表
（平成２５年３⽉３１⽇）



（単位：円）
科 ⽬ ⾦ 額

負債の部
Ⅰ 流動負債

運営費交付⾦債務 169,994,989

預り寄附⾦ 24,594,476

⼀年以内返済⻑期借⼊⾦ 682,888,000

買掛⾦ 747,534,439

未払⾦ 2,777,846,360

⼀年以内⽀払リース債務 482,353,620

未払費⽤ 1,673,510

預り⾦ 264,417,389

引当⾦
賞与引当⾦ 485,517,690 485,517,690

その他流動負債 64,898,932

流動負債合計 　　　　　　　　 5,701,719,405

Ⅱ 固定負債
資産⾒返負債

資産⾒返運営費交付⾦ 610,631,476

資産⾒返補助⾦等 992,182,634

資産⾒返寄附⾦ 104,021,368

建設仮勘定⾒返施設費 327,404,762 2,034,240,240

⻑期借⼊⾦ 7,515,301,000

リース債務 128,010,855

引当⾦
退職給付引当⾦ 38,441,745

環境対策引当⾦ 25,372,200 63,813,945

資産除去債務 54,106,749

固定負債合計 9,795,472,789

負債合計 15,497,192,194

純資産の部
Ⅰ 資本⾦

政府出資⾦ 36,485,960,972

資本⾦合計 36,485,960,972

Ⅱ 資本剰余⾦
資本剰余⾦ 2,703,120,681

損益外減価償却累計額（－）  1,284,341,310

資本剰余⾦合計 1,418,779,371

Ⅲ 利益剰余⾦
積⽴⾦ 1,698,889,863

当期未処分利益 795,618,369

（うち当期総利益） （ 795,618,369 ）

利益剰余⾦合計 2,494,508,232

純資産合計 40,399,248,575

負債純資産合計 55,896,440,769



（平成２４年４⽉１⽇〜平成２５年３⽉３１⽇）
（単位：円）

経常費⽤
業務費

給与費 9,743,372,092

材料費 5,132,337,886

委託費 2,293,792,913

設備関係費 3,278,016,635

経費 1,269,878,040 21,717,397,566

⼀般管理費
給与費 590,809,141

経費 175,875,353

減価償却費 7,232,189 773,916,683

財務費⽤ 107,183,889

その他経常費⽤ 8,202,807

経常費⽤合計 22,606,700,945

経常収益
運営費交付⾦収益 4,106,137,308

補助⾦等収益 434,742,197

業務収益
医業収益 17,421,894,089

研修収益 12,306,040

研究収益 1,000,459,398 18,434,659,527

寄附⾦収益 29,958,396

資産⾒返負債戻⼊
資産⾒返運営費交付⾦戻⼊ 97,552,391

資産⾒返補助⾦等戻⼊ 140,898,636

資産⾒返寄附⾦戻⼊ 35,101,712 273,552,739

施設費収益 2,764,799

その他経常収益 123,946,709

経常収益合計 23,405,761,675

経常利益 799,060,730

臨時損失
固定資産除却損 3,451,041 3,451,041

臨時利益
その他臨時利益 8,680 8,680

当期純利益 795,618,369

当期総利益 795,618,369

損 益 計 算 書

科 ⽬ ⾦ 額



 


	053-1 国立成育医療研究センター 個票
	053-2 国立成育医療研究センター 中期目標
	053-3 国立成育医療研究センター BS
	01BS

	053-4 国立成育医療研究センター PL
	02PL

	053-5 国立成育医療研究センター 白紙



